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【事業所の住所が変更になったときの記号の取扱いについて】
他の年金事務所に管轄が変更したときは、日本年金機構側で使用する記号は新しいものになりますが、協
会けんぽにおいては従前の記号をそのまま使用するため、保険証の差し替えも行いません。
なお、上記は都内での住所変更のケースであり、例えば、埼玉県内に住所が変更になるときは、協会けん
ぽ埼玉支部から新しい保険証が交付されることになります。
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年金事務所では漢字やひらがな等を組み合わせた文字列を事業所記号として使用しているのに
対し、協会けんぽでは、すべて数字化された記号を用いています。

協会けんぽの記号は、次ページの変換表の「表１」と「表２」に当てはめ、漢字等とかな文字の組み
合わせを数字に変換します。具体的な変換方法は次のとおりです。

　①漢字等の部分については、「表1」に対応する２桁の数字に変換します（例１）。
　　「０１」など先頭ゼロ部分は保険証に印字されませんので、千代田年金事務所管轄の
　　事業所記号は、実務上、８桁ではなく７桁として取扱われます（例２）。
　②ひらがなの部分については、「表２」に対応する２桁の数字に変換します。
　　なお、ひらがなの部分が２文字または１文字の場合は、例３・例４で示すとおり、
　　便宜的に「00」を挿入して桁合せが必要になります。

東京都内事業所記号の変換方法について
《年金事務所（漢字等+かな）⇒健康保険証記号（数字）》
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57230000
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5010203完了 
保険証の「記号」欄に 

印字される数字 ４ 

日本年金機構の 

事業所記号 １ 

位置合わせ 
例３と例４に留意 ２ 

数字化 
表１&表２を参照 ３ 



年金事務所※ 年金事務所※

麹町 ０1 渋 61 い 01
麹町② ０2 渋② 64 ろ 02
千代田 ０3 渋③ 68 は 03
千代② 04 渋④ 69 に 04
神田 ０5 目黒 目黒 62 ほ 05
神田② ０6 世田谷 63 へ 06
港 11 世田② 66 と 07
島 12 品 65 ち 08
港② 13 品② 67 り 09
港③ 14 蒲田 71 ぬ 10
港④ 19 大田 72 る 11
港⑤ 20 大森 89 を 12
日 15 八王 76 わ 13
本 16 町田 86 か 14
本② 17 府中 80 よ 15
京 21 南多 82 た 16
京② 22 調布 85 れ 17
京③ 23 狛江 90 そ 18
中央 24 青梅 79 つ 19
台 25 西多 83 ね 20
台② 27 立川 75 な 21

文京 文京 26 昭島 81 ら 22
足立 足 31 小金 87 む 23
荒川 荒 32 北立 88 う 24

江東 35 日野 92 の 26
江東② 37 国分寺 94 お 27

江戸川 江戸川 36 国立 97 く 28
墨田 墨 41 武蔵 77 や 29
葛飾 葛飾 42 三鷹 78 ま 30

板 45 北多 84 け 31
板② 47 小平 91 ふ 32

練馬 練 46 東村山 93 こ 33
豊 51 西東京 98 て 35
豊② 59 あ 36

北 北 52 さ 37
新 55 き 38
新② 58 ゆ 39
新③ 60 め 40
中野 56 み 41
杉並 57 し 42

ゑ 43
ひ 44
も 45
せ 46
す 47

千代田

渋谷

上野

武蔵野

被保険者証記号変換表

表２（かな部分）表１（漢字部分）
対応番号 対応番号

※日本年金機構においては、業務の効率化等を目的として、協会けんぽの適用業務などを主要な年金事務所に集約する取
組みを進めています。例えば、杉並・中野の２年金事務所で担当していた協会けんぽの適用業務等は、平成28年10月か
ら新宿年金事務所に集約されました。このような業務の移管・集約により、上記の管轄年金事務所が変更となる場合があ
りますので、あらかじめご承知おきください。

青梅

対応番号

【平成29年6月現在】

世田谷

品川

大田

八王子

府中
中央

港

江東

新宿

池袋

板橋

立川


